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男女共同参画 

パネル展開催！ 
 

 
 

 

 

 
男女共同参画とは男女ともに自立した、一人ひとり個性を尊重しあう社会の実現のことです。 

１９９９年６月２３日に内閣府より「男女共同参画社会基本法」が施行され、６月２３日から

２９日までの１週間を男女共同参画週間と定めています。 

 

 

 

・性の多様性ってどういうこと？ 

   ・SDGs とジェンダー 

   より良い世界へと変えていくために私たちができること 

・育児と介護のダブルケア 

問い合わせ先          

芽室町政策推進課政策調整係   

☎０１５５－６２－９７２１   

６月２３日（金）～６月２９日（木） 

めむろーど２階セミナーホール前で開催！ 
 

内 容 
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基本

目標
施策の方向性 施策の内容 具体的な取組 令和４年度中の取組実績（回答欄）

①人権尊重に関する広報・学習活動の充実
●町内各小学校児童を対象に、帯広人権擁護委員協議会主催による「人権教室」を実

施。　【健康福祉課】●図書館での関係資料の提供　年間２９２日【生涯学習課】

②人権擁護の推進
●心配ごと相談（町社協主催）【健康福祉課】

●女性のためのなんでも人権相談所についてHPで周知【健康福祉課】

③行政情報における配慮
●広報誌、ホームページ、各種配布資料に男女の役割を固定的に扱うことのないよう表現

などに配慮【政策推進課】

④男女共同参画意識を育む子育ての推進

●妊婦期・子育て期の相談を実施（322件）、子育て支援センターにおいて育児相談を

実施（625件）、妊婦とその配偶者を対象にパパママ教室を開催（6回開催、延べ45

人参加）、妊婦を対象にプレママ教室を実施（6回開催、延べ17人参加）【子育て支

援課】

⑤人権尊重、男女共同、相互協力についての指導の充実

●町内学童、幼稚園保育所、各小学校児童を対象に、帯広人権擁護委員協議会主

催による「人権教室」を実施。【健康福祉課】

●教科等での指導　【教育推進課】

・保健体育、道徳、特別活動等での指導

●教職員研修の情報提供及び受講調整　【教育推進課】

・研修の案内及び申込み

●成年後見支援センターを設置。個別相談会２回、普及啓発事業実６回実施。　【高

齢者支援課】

●妊婦とその配偶者を対象にパパママ教室を開催（6回開催、延べ45人参加）、妊婦

を対象にプレママ教室を実施（6回開催、延べ17人参加）【子育て支援課】

⑥進路指導の充実
●キャリア教育の推進　【教育推進課】

・職場体験の実施（上美生中のみ実施）

⑦男女共同参画意識の高揚 ●各種講座開催時に託児を実施（延べ30人、60.5h利用）【子育て支援課】

①参加しやすい環境の充実
各種団体の会議開催時、女性団体に対して参画を促す等、女性が参画する機会につい

て配慮。【農林課】

②人材育成と研修機会の充実

●インターンシップを希望する町内外の学生に対し、幅広く行政事務や職場環境を経験で

きる機会を図った。（（高校）３校１０名受入れ、（中学校）１校に職員派遣）【総

務課】

①各種講座の開催と充実 ●「起業セミナー」 9/3、10/1、11/5開催 延べ47名参加　【商工労政課】

②就業情報の提供 ●就労・雇用相談窓口「芽室町ハローワーク」（平日常設）　【商工労政課】

③農業における男女共同参画の推進

担い手自主的活動支援補助金の活用による支援【農林課】

・令和４年度は女性農業者団体１団体の研修補助

・めむろの恵みフェスタへの補助

④商工業など自営業における男女共同参画の促進 めむろの恵みフェスタの開催【農林課】

2
まちづくりにおける男女共同

参画の推進

〇多様な価値観に立ったまちづくりが求めらえる中、誰もが個性と能力を発揮し、政

治や経済をはじめあらゆる分野に参画することができ、意見や考え方を反映させてい

けるような環境づくりに努めます。

〇性別に関わらず、誰もが望んだときにまちづくりに参画できる機会の確保や、行政

に関する関心を高めるための情報発信などに努めます。

1 男女共同参画の意識づくり

〇互いに尊重し合い支え合う地域社会の実現を目指して、憲法や人権尊重に関す

る法令などの広報や学習活動の充実に努め、人権を尊重する意識づくりを進めま

す。

〇将来にわたり男女共同参画社会を実現するため、子どもの頃から人権を尊重する

感性を育み、男女共同参画に関する理解の促進を図る教育を推進します。

〇一人ひとりの能力や活力が引き出せるよう、いつでも、どこでも、だれでも学ぶことが

できる生涯学習の環境を整え、男女共同参画についての情報を収集し、広報誌な

どを活用し情報提供に努めます。

2
働く場における男女共同参

画の推進

〇雇用相談に関する窓口の設置や、男女の職業能力の開発・育成等のための各

種講座の開催など、就業情報の提供や学習機会の充実を図ります。

〇農業、商工業など自営業において、生産・経営の担い手として幅広い技術を取

得するための研修会の充実を図ります。また、地場産品を活用した特産品の開発や

企業をめざす女性への情報提供など、地域の活性化のための活動を促進します。

「第３期芽室町男女共同参画基本計画」に関する取組実績（令和４年度）について
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基本

目標
施策の方向性 施策の内容 具体的な取組 令和４年度中の取組実績（回答欄）

①家庭生活に関する男女共同教育の推進
●幼児家庭教育学級へ補助金等による支援を実施（2団体各35,000円補助）【子

育て支援課】

②保育体制の充実と子育て支援体制の整備

●子育て支援センターにおいて来所相談を実施（625件）、町立保育所運営事業（2

か所）、農繁期の大型連休中（５月、９月）に２日ずつ、休日保育を実施、認可保

育所運営事業（保育所２か所、認定こども園1か所、小規模保育事業所２か所）延

長保育及び障がい児保育を実施。てつなん保育所で病後児保育を実施、利用者負担額

（保育料）の減免拡大（所得に関わらず全ての３～５歳及び３歳未満児の非課税世

帯の利用者負担額が無料、３歳未満児の第２子半額、第３子以降無料。また、年収

約640万未満相当世帯の第２子以降３歳未満児の利用者負担額を無料）、ひとり親

世帯等における利用者負担額の軽減（年収約360万円未満相当のひとり親世帯等は

無料）、保護者の育児休業時における在所児に係る継続入所拡大（年齢に関わらず、

下の子が３歳になる月の末日まで引き続き通所可能）【子育て支援課】

③子どもの居場所づくり

●児童生徒支援事業　【教育推進課】

・スクールライフアドバイザーを１名配置

●風の子めむろの開催（49回開催、児童利用回数延べ837回）【子育て支援課】

④児童虐待防止対策の充実 ●個別ケース会議実施（11家族12回実施）、相談件数（17件）【子育て支援課】

①町民ボランティア活動の推進 ●ボランティアセンターの人件費の一部等助成（1,232千円）【健康福祉課】

②コミュニティ活動への参加の促進 ●コミュニティ活動の促進を図るため、ファシリテーター養成講座を実施した。【魅力創造課】

③生涯学習活動への参加の促進 ●図書館でのボランティア活動　年間２３０回【生涯学習課】

④防災・減災活動の推進

●芽室町災害対策本部訓練において、「めむろ共助の会」の女性会員の参加協力も得

て、災害時の対応を訓練した。北海道地域防災マスター認定研修会に女性消防団員が

参加し、地域における防災活動の推進について学び認定を受けた。【総務課】

①女性団体の育成、自立とネットワークづくり

担い手自主的活動支援補助金の活用による支援【農林課】

・令和４年度は女性農業者団体１団体の研修補助

・めむろの恵みフェスタへの補助

②学習機会の充実 ●「起業セミナー」 9/3、10/1、11/5開催 延べ47名参加　【商工労政課】

③庁舎内における男女共同参画の推進 ●研修等の機会の提供【総務課】

①男女が互いに協力し合う意識の形成
●妊婦とその配偶者を対象にパパママ教室を開催（6回開催、延べ45人参加）【子育て

支援課】

②学習機会の充実
●妊婦とその配偶者を対象にパパママ教室を開催（6回開催、延べ45人参加）【子育て

支援課】

③働きやすい職場環境の推進

●条例等改正により、育児休業取得回数制限の緩和、期末勤勉手当の除算規定の改

正、育児参加休暇の新設を行い、会計年度任用職員を含め、職員が子育てしながら働

きやすい職場環境整備を実施。【総務課】

④その他の取組（①～③以外）
●コロナ医療に携わる看護職員を対象に、処遇改善手当を支給するため条例改正を実

施。【総務課】

2
家庭生活における男女共

同参画の推進

〇仕事と育児の両立を可能とするための保育体制の整備や、男性の家事・育児等

への参加促進、親の不安や悩みに対処するための相談窓口の充実を図るとともに、

子どもの虐待防止など子育てを社会全体で支える環境づくりに努めます。

2 ワークライフバランスの推進

〇職場優先の組織や風土を変えるために、働き方や性別による固定的な役割分担

意識を見直し、地域社会や家庭生活に参画できるよう意識啓発を行います。

〇男女がともに働きながら家庭生活に積極的に参画できる環境整備に努めます。

2
地域社会における男女共

同参画の推進

〇地域が一体となって男女共同参画社会をめざし、家庭、職場、学校、地域など

社会のあらゆる分野において町、町民、事業者等が相互に協力し合う連携体制の

整備に努めます。

〇誰もが住みやすい社会を実現するため、地域活動を通じて、そこに住む人々の協

調と連携の意識を育て、コミュニティ活動やボランティア活動などへの参加を促進しま

す。

〇災害時に男女がともに協力して乗り越えられるよう、日頃からの協力体制を呼びか

けるとともに、女性の視点を取り入れ、生活に密着した災害対策を進めます。

2 女性の活躍推進

〇各種セミナーなど学習機会を設け、女性の自立支援や育成に努め、地域全体で

女性の活躍推進の意識を高めるとともに、取り組みやすい環境づくりに努めます。

〇町内への意識啓発に向け、庁舎内においても研修活動の充実や適材適所への

人材配置など、体制整備に努めます。

2
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基本

目標
施策の方向性 施策の内容 具体的な取組 令和４年度中の取組実績（回答欄）

①女性への暴力根絶についての認識の浸透

●ＤＶ被害に関するパンフレット等を保健福祉センターに備え付け【健康福祉課】

●女性のための人権なんでも相談所、女性の人権ホットライン、女性への暴力根絶の取組

をHPで周知【健康福祉課】

●ＤＶ被害に関する相談や一時保護について、十勝総合振興局と連携を図っている【健

康福祉課】

②女性の人権と性を尊重する意識づくりの推進
●女性のための人権なんでも相談所、女性の人権ホットライン、女性への暴力根絶の取組

をHPで周知　【健康福祉課】

①健康診査など予防対策の充実

●予防接種の実施（高齢者肺炎球菌ワクチン接種者数：130人、インフルエンザワクチ

ン接種者数（高齢者等）：2,617人）【健康福祉課】

●成人風しん抗体検査・予防接種の実施（抗体検査実施者数：87人、予防接種実

施者数：14人）【健康福祉課】

●がん検診等各種健（検）診の実施【健康福祉課】　※受診者数を記載（若年健

診：79人、脳ドック：161人、肝炎ウイルス検診：96人、胃がん検診：1,011人、肺が

ん検診：1,152人、大腸がん検診：1,153人、子宮がん検診：478人、乳がん検診：

641人）

②健康づくり事業の充実

●学校健康診断実施事業（小・中）　【教育推進課】

・小４、中１の受検希望者及び全学年の所見者を対象に生活習慣病検査を実施

　受検者数　小学生：56人　中学生：67人

・町の保健師や栄養士から、生活習慣病予防の知識啓発となる情報を学校に提供

●健診結果説明会の実施（保健指導数：133人、栄養指導数79人）、出前健

康講座の実施（7件）、庁内健康相談の実施（380件）【健康福祉課】

●生活習慣改善教室の開催（R4年12月～R５年２月開催、参加者30人）【健

康福祉課】

●健康ポイント制度の実施（ポイント達成者数：100人）【健康福祉課】

●うつスクリーニングの実施（実施数：263人）【健康福祉課】

③母子保健の推進

●乳幼児健診・相談事業～4か月児（94件）、10か月児（112件）、1歳9か月

児（107件）、3歳6か月児（142件）、乳幼児に対する来所相談（16件）、2歳

6か月児相談（32件）を実施【子育て支援課】

●訪問指導を実施～妊婦（延べ2人）、産婦（延べ101人）、新生児（延べ30

人）、未熟児（延べ1人）、乳児（延べ62人）、幼児（延べ5人）【子育て支援

課】

●育児相談専用電話による対応（99件）【子育て支援課】

3
男女の自立した安心な生

活と健康づくり支援

〇男女それぞれの健康課題について正しい知識を普及し、個人の健康づくりを支援

するとともに、女性の妊娠・出産期など体の状態に変化がみられる時期などの健康保

持について支援の充実に努めます。

〇高齢者、障がい者、ひとり親家庭等さまざまな困難を抱える人々が自立して生活

し、社会のあらゆる場面に参画できるよう、各種支援サービスや相談体制の充実を

図ります。

〇男女がともに介護を担うことができ、家族や地域が支え合い安心して介護ができ

る、また、受けられるための老人福祉施設の充実に努めます。

3
配偶者等に対するあらゆる

暴力の根絶

〇DV、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為、性の商品化等のあらゆる暴力の根

絶に向けて、世代を問わず性に関する意識の高揚に努めます。

〇配偶者等に対する暴力は重大な人権侵害であり、暴力の根絶を図ることは男女

共同参画社会を形成していく上で、克服すべき重大な課題です。その予防と被害か

らの回復のための相談、支援体制を整備するとともに、広報や啓発活動を行いま

す。

〇関係機関と連携し、緊急時における安全の確保を行い、必要に応じて継続的な

自立支援を行います。また、支援に関する基本的な情報適用を行います。
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基本

目標
施策の方向性 施策の内容 具体的な取組 令和４年度中の取組実績（回答欄）

④在宅福祉サービスの充実

●緊急通報システム設置（設置数８０世帯）【高齢者支援課】

●介護用品の支給（介護家族への支援）　（利用者１７名）【高齢者支援課】

●高齢者食事サービス（利用者７３名）【高齢者支援課】

●在宅通院移送サービス（特殊車両による通院費の一部助成）　（利用者１９

名）【高齢者支援課】

●除雪サービス（利用者　７３人）【高齢者支援課】

●地域包括支援センターとして、高齢者やその家族のための相談窓口を民間委託によ

り設置。相談延べ数1,482件。　【高齢者支援課】

⑤介護サービス事業の充実

●介護保険事業所指定【高齢者支援課】

　・新規指定

　　介護予防・日常生活支援総合事業　４事業所

⑥高齢者生きがい対策の推進
●令和4年5月～令和5年3月、町内在住65歳以上の町民を対象とした高齢者学級

「柏樹学園」を開設。136名在籍。【生涯学習課】

⑦高齢者の機能訓練・介護予防等の推進

●介護予防教室の開催　【高齢者支援課】

・介護予防教室「まる元運動教室」(参加者68名)

・機能訓練教室「いきいきリハビリ教室」(参加者51名)

・脳活性化教室「かがやきサロンひまわり」(参加者23名)

・高齢者体力増進教室「からだイキイキ運動塾」(参加者12名)

●介護予防ポイント推進事業(登録者55名)　【高齢者支援課】

⑧障がい者の地域生活支援・福祉サービスの充実 ●通院・通所に伴う交通費の助成（利用人数 106人）【健康福祉課】

⑨安定した生活確保に向けた心理的・経済的支援

●児童生徒支援事業　【教育推進課】

・スクールライフアドバイザーを１名配置

●要・準要保護就学援助事業（小・中）　【教育推進課】

・学用品費等の支給

　認定世帯（年度末時点）：137世帯

●大学等就学支援事業　【教育推進課】

・大学等奨学金貸付者：43名

・私立高等学校生徒授業料補助

　認定生徒数：13名

●町内小中学校７校の女子トイレに生理用品を設置

●生活保護に至る前の生活困窮者に対し自立相談支援窓口（とかち生活あんしんセ

ンター）の案内周知、社会福祉協議会による「生活応急資金」「緊急小口資金」の紹

介。【健康福祉課】

⑩その他の取組（①～⑨以外）

●オレンジカフェへの介護家族の参加は、12回の開催回に対し、３回で４人の延参加

人数。【高齢者支援課】

●高齢者見守りネットワーク事業の実施。協定締結事業所数16か所。　【高齢者支

援課】

●高齢者SOSネットワーク事業の実施。事前登録者数１３人、協力事業所数45か

所。　【高齢者支援課】

3
男女の自立した安心な生

活と健康づくり支援

〇男女それぞれの健康課題について正しい知識を普及し、個人の健康づくりを支援

するとともに、女性の妊娠・出産期など体の状態に変化がみられる時期などの健康保

持について支援の充実に努めます。

〇高齢者、障がい者、ひとり親家庭等さまざまな困難を抱える人々が自立して生活

し、社会のあらゆる場面に参画できるよう、各種支援サービスや相談体制の充実を

図ります。

〇男女がともに介護を担うことができ、家族や地域が支え合い安心して介護ができ

る、また、受けられるための老人福祉施設の充実に努めます。

4

12
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お⽗さん応援講座の実施について

「お⽗さん応援講座」の開催企業・団体、市町村等の募集について

共働き世帯が増えている今、両親が協⼒して育児を⾏うことが必須となっています。
北海道では、企業や地域⼦育て⽀援拠点等の希望に応じて講師を派遣し、育児に対する理解を深めても
らうことを⽬的に「お⽗さん応援講座」を⾏っています。
お⽗さん応援講座は、男性（⽗親）を対象とした⼦育て講座（家庭におけるパートナーの役割や家事・
⼦育ての楽しさ、⼦どもとの接し⽅・遊び⽅などの内容）です。
少⼦化対策や⼦育て⽀援の推進の取組の⼀環として、企業・団体の研修や学びの場、地域のお⽗さん⽅
の集まる場（⼦育て⽀援拠点等）で、ぜひご活⽤ください。

（1）参加者

⼦育て中の⽗親やこれから⽗親になる男性を主な対象としています。
※ お⼦さんや⼥性（⺟親）の同席も可能です。

（2）開催場所・⽇時

会場については申込者で、⽤意してください。⽇時は道が講師と調整させていただきます。

（3）講師派遣費⽤

無料
※道との共催とさせていただきます。

（4）開催期間

令和5年（2023年）9⽉11⽇〜令和6年（2024年）2⽉29⽇（予定）
※開催時期については、相談を承ります。

（5）その他

道内4か所（各回定員30名）です。
※応募は先着順とさせていただきます。応募多数の場合は、締め切らせていただきます。

「講師派遣申請書」に記⼊の上、市町村担当所管課を通じて北海道庁までお申し込みください。

カテゴリー

⼦ども政策局⼦ども政策企画

課メニュー

北海道トップ

 検索

カテゴリから探す 組織から探す 防災情報

ページ内⽬次

「お⽗さん応援講座」の開催企業・団体、市町村等の募集につ

いて

1内容

2申込⽅法

少⼦化

⼦育て⽀援

注⽬情報

１ 少⼦化対策

少⼦化

次世代教育

共同宣⾔・タイアップ協定

北海道ユースプランナー

２ 結婚⽀援

結婚⽀援

３ ⼦育て⽀援

こどもまんなか応援サポーター

こどもファスト・トラック

北海道妊婦・⼦育て世帯優先マ

ーク

どさんこ・⼦育て特典制度

⾚ちゃんのほっとステーション

ほっかいどう未来輝く⼦育て⼤

賞

せわずきせわやき隊（地域の⼦

育て・⼦育ち⽀援）／北海道す

きやき隊（企業・団体の⼦育て

⽀援）

お⽗さん応援講座

保育の無償化

待機児童

認可外保育施設

４ 保育事業者向け案内

読み上げる

PAGE TOP
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令和４年度「まちづくりに関する住民意識調査」概要 

 

≪調査の目的≫ 

  これまでのまちづくりに対する住民の満足度や、これからの行政（施策）推進に係る住

民の意向を調査する。 

  なお、この調査では「第５期芽室町総合計画」前期実施計画の施策ごとの目標に対する

進ちょく状況を把握することに活用する。 

 

≪調査対象者≫ 

芽室町民の男女別各年齢層の中から無作為に抽出した 2,000 名 

 

≪調査方法≫ 

調査対象者に調査票を送付し、回答方法は次のいずれかとした。 

①インターネット回答  ②返信用封筒による郵送提出 

 

≪調査期間≫ 

令和４年１２月２１日（水）～令和５年１月２０日（金） 

 

≪回答者数・回答率≫ 

令和５年 2 月 2７日（月）現在   回答者数 621 名   

回答率  31.5% 

（令和３年度回答率 35.2%） 

  

＊回答結果の割合「%」は回答数に対して、それぞれの割合を小数点以下第 2 位で四捨五入している

ため、合計が 100.0%にならない場合があります。 
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問 22 芽室町は「性別に関係なく社会進出(参加)ができるまち」だと思いますか。 

 

 

■問２2×問 1 性別×問２年齢のクロス集計（グラフ中の数字は回答人数） 

 

  

思う
54

9.4%

どちらか

というと

思う
289

50.5%

どちらかと

いうと思わ

ない
160

28.0%

思わない
69

12.1%

第５期芽室町総合計画（実施計画）

における目標値と達成状況 

H29 時点 88.1% 

R1 時点 65.0% 

R2 時点 63.2% 

R3 時点(前回) 58.0% 

R4 時点(今回) 59.9% 

目標値(R4) 90.0% 

  

3
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1

4
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7
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2

9

3

4

9
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28
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1

1
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1
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8
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1

3

3

8

6

5

1

5

2

5

5

5

11

7

1

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１９歳以下

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

１９歳以下

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

２０～２９歳

３０～３９歳

５０～５９歳

７０歳以上

女
性

男
性

答
え
た
く
な
い

思う どちらかというと思う どちらかというと思わない 思わない

・目標値を 30.1 ポイント下回り、達成できませんでした。 

・女性では全ての世代において、半数以上が「思う」「どちらかというと思う」と回

答されました。 
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［北海道男女平等参画審議会委員応募要領］ 

北海道男女平等参画審議会委員公募のお知らせ 

 

 北海道では、平成 13 年に施行した「北海道男女平等参画推進条例」に基づき、職場・学校・地域・

家庭その他の社会のあらゆる分野における男女平等参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

する目的で、幅広い視点からの意見や専門的な意見を伺う「北海道男女平等参画審議会」を設置してい

ます。 

令和５年度は委員の改選期となっています。道民の皆様とともに考え、男女平等参画社会の実現を目

指すため、次のとおり「北海道男女平等参画審議会」の委員（第 1２期）を募集します。 

 

□ 応募資格 

 (1) 北海道内に居住する満１８歳以上の方（令和５年（20２３年）１１月１日現在。性別は問いませ

ん。） 

(2) 男女平等参画について関心を持ち、年２回程度開催する北海道男女平等参画審議会（札幌市内で

開催）に出席できる方 

   ※ ただし、次の方は応募できません。 

     ・国又は地方公共団体の議員及び職員（過去に道職員であった方も含みます） 

     ・公募で選任された北海道男女平等参画審議会委員（過去に公募委員であった方も含みます） 

 

□ 公募委員数 

  ３名以内 

 

□ 委員の任期 

  任命の日（令和５年（20２３年）1１月１日を予定）から２年間 

 

□ 応募方法 

   応募にあたっては、次の①と②の書類を郵送、または持参してください。 

① 「応募用紙」 

② 「作  文」 次のテーマについて、所定の原稿用紙に 400 字以上 800 字以内で記載   

してください。 

 

    テーマ：「男女平等参画社会の実現に向けて」 

なお、次の事項についての具体的な例示を１つ以上盛り込んで記載すること。 

      ・ 男女平等参画の実現に向けた意識の変革に必要なこと 

      ・ 男女が共に活躍できる環境づくりに必要なこと 

       

 

※ 必ず所定の用紙を使用してください。用紙は、道庁環境生活部くらし安全局道民生活課女性 

支援室、各総合振興局・振興局保健環境部環境生活課に備えてあります。 

また、道ホームページ（北海道男女平等参画審議会のページ）からもダウンロードできます。 

［https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/djb/sinngikai/singikai.html］    

    なお、提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。 
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［北海道男女平等参画審議会委員応募要領］ 

□ 募集期間 

  令和５年（202３年）８月２８日（月）から令和５年９月２７日（水）まで（9 月２７日の消印有効） 

  持参の場合は、土曜､日曜､祝日を除く、午前９時から午後 5 時 00 分までの間に持参してくださ

い。 

 

□  選  考 

   ①選考委員会において、作文及び応募用紙記載内容により総合的に選考を行います。 

  ②書類選考の結果、選考委員会で必要と認める場合は、面接を実施します。面接については、オン

ラインで実施する予定です。なお、オンライン面接の通信に要する経費は応募者負担とさせていた

だきますのであらかじめご了承ください。 

   面接を実施する場合の詳細につきましては、応募者に個別にお知らせします。 

※ 選考の結果は、10 月中旬までに応募者全員にお知らせします。 

 

□ 委員の仕事 

選ばれた委員には、道が選任した学識経験者等の委員とともに、北海道の男女平等参画の推進に関

する施策等についてのご意見をいただきます。 

 

□ 報酬等 

  審議会に出席した場合は、道の定めるところにより、報酬及び旅費をお支払いします。 

 

□ 参 考 

「北海道男女平等参画推進条例」、条例に基づき策定した「第３次北海道男女平等参画基本計画」

及び当審議会の過去の開催状況については、道ホームページ（北海道の男女平等参画のページ）でご

覧いただけます。 

［https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/index.html］   

 

   

【応募に関するお問い合わせ及び応募先】 

   北海道環境生活部 くらし安全局道民生活課女性支援室 男女平等参画係 

   住所 060－8588 札幌市中央区北３条西６丁目 道庁本庁舎12階 

    電話 011－204－5217 ／ ＦＡＸ 011－232－4820 
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北海道男女平等参画審議会委員 応募用紙 
 

 令和５年（2023年）  月  日現在  

(ふりがな )      
氏     名  性 別  

生年月日           年   月   日 （満   歳） 職 業  

現 住 所      

（〒   －     ） 
 
 
   電  話 （     ）        － 
   Ｆ Ａ Ｘ （     ）        － 
  Ｅメール 

勤務先名       
（学 校 名） 

 
 
（所属の部課等まで記入してください。学生の場合は学校名を記入してください。） 

勤務先（学校） 
所 在 地      

（〒   －     ） 
 
 

電  話 （     ）        － 
Ｆ Ａ Ｘ （     ）        － 
Ｅメール 

所属団体等 
 

今回応募した動機を記入してください。 

 

 

 

 

これまで、かかわったことのある社会活動がありましたら、期間と内容等を記入してください。 

 

 

 

 

これまでの主な職歴を記入してください。 
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テーマ：                 氏名：           
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